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総代会
　総代会は、社員総会に代わるべき機関として設置され、社員（有配当保険のご契約者）の中から選出された総代に
より構成されます。これは、株式会社における株主総会に相当する位置付けにあり、経営に関する重要事項（定款の
変更、剰余金の処分、取締役の選任等）の審議と決議を行います。

決議方法

　総代会の決議は、法律または定款に別段の定めがある場合の他は、総代の2分の1以上が出席し、出席した総代の
議決権の過半数により行います。

総代
　定款の定めにより、総代の任期は4年（重任限度は通算8年）、定数は現在200名とされています。
　総代は、社員を代表し、多様な視点から経営のチェックを行うため、全国各地より、職業・年齢等の面で幅広く
選出されています。また、総代は、実際に総代会へ出席し、実質的な審議を行うことが求められています。
　当社の総代の定数は、こうした観点から、適正な水準にあるものと考えています。

総代の選出
　総代の選出にあたっては、総代会に社員の総意を適正に反映させる観点より、約950万名の社員の中から、特定の
社員の利益に偏ることなく、社員全体の利益を代表しうる方を選出することが求められています。このため、総代
候補者選考委員会が総代候補者を推薦し、その候補者に対して社員の意思を直接反映できるよう、社員投票を実施する
方式を採用しています。
　毎年、ニッセイ懇話会において、社員の皆様から経営に対するさまざまなご意見・ご要望をお伺いしており、これ
に出席いただいた社員の皆様からも総代が選出されています。総代になることを希望する社員が、総代候補者に
直接選考されうる方法は採用していませんが、ニッセイ懇話会に参加いただいた方からの選出を積極的に行うことで、選
出方法の多様化を図ってまいります。

総代候補者選考委員会

　総代候補者選考委員会は、社員（有配当保険のご契約者）の中から総代会で選任された選考委員で構成され、
総代候補者の選考基準を定め、社員の幅広い層から候補者を選考します。総代候補者選考委員会は、会社からの独立
性を確保し、候補者選考過程における公正の確保、透明性の向上に努めています。

社員投票

　総代候補者選考委員会で選考された個々の総代候補者について、全社員による社員投票を行います。個々の候補
者に対する不信任投票の数が、社員総数の10%に達しない場合は、これらの候補者が総代として選出されます。

1 総代会制度について
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2 総代構成（2024.4.1現在）

■保険種類別構成（個人保険・個人年金保険）
保　険　種　類 占　率

総合医療保険・入院総合保険 12.9％
終 身 保 険 11.2
介 護 保 障 保 険 8.0
身 体 障 が い 保 障 保 険 8.0
特 定 損 傷 保 険 7.1
が ん 医 療 保 険 6.4
3 大 疾 病 保 障 保 険 6.2
定 期 保 険 6.2
継続サポート3大疾病保障保険 4.4
特 定 重 度 疾 病 保 障 保 険 3.4
定 期 付 終 身 保 険 2.2
新3大疾病保障保険(死亡保障100%型) 1.4
認 知 症 保 障 保 険 1.2
新3大疾病保障保険(死亡保障10%型) 1.1
入院継続時収入サポート保険 0.8
養 老 保 険 0.3
こ ど も 保 険・ 学 資 保 険 3.6
個 人 年 金 保 険 14.2
そ の 他 1.3

　（注1）契約単位　（注2）無配当保険を除く

■社員資格取得時期別構成
取　得　時　期 占　率

2004年 3 月以前 29.9％
2004年 4 月～2009年 3 月 16.2
2009年 4 月～2014年 3 月 26.4
2014年 4 月～2019年 3 月 21.3
2019年 4 月以降 6.1

■性別構成
性　別 占　率

男　　　性 60.4％
女　　　性 39.6

■年齢別構成
年　齢 占　率

    　～39歳 7.1％
40歳～49歳 23.9
50歳～59歳 35.5
60歳～ 33.5

■地域別構成※
地　域 占　率
北　海　道 5.1％
東　　　北 6.6
関　　　東 32.0
中　　　部 16.2
近　　　畿 22.8
中　　　国 4.6
四　　　国 3.0
九　　　州 9.6

■職業別構成
職　業 占　率

会 社 員 9.1％
主 婦 2.0
大 学 教 授 3.0
言論界・ジャーナリスト 0.5
弁 護 士 ・ 医 師 4.1
自 営 業 者 40.6
会 社 役 員 28.4
そ の 他 12.2

※地域内訳
　東北：青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島の6県
　関東：茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川の1都6県
　中部：新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知の9県
　近畿：三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山の2府5県
　中国：鳥取、島根、岡山、広島、山口の5県
　四国：徳島、香川、愛媛、高知の4県
　九州：福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の8県

　＜ご参考＞社員の構成（2024.3.31現在）　
■保険種類別構成（個人保険・個人年金保険）

保　険　種　類 占　率
総合医療保険・入院総合保険 12.8％
終 身 保 険 13.5
身 体 障 が い 保 障 保 険 8.3
介 護 保 障 保 険 7.8
特 定 損 傷 保 険 7.1
3 大 疾 病 保 障 保 険 6.3
が ん 医 療 保 険 7.2
定 期 保 険 6.1
新3大疾病保障保険(死亡保障100%型) 1.9
認 知 症 保 障 保 険 0.9
新3大疾病保障保険(死亡保障10%型) 1.4
入院継続時収入サポート保険 1.1
継続サポート3大疾病保障保険 2.6
特定重度疾病保障保険 3.5
定 期 付 終 身 保 険 1.3
養 老 保 険 1.7
こども保険・学資保険 2.2
個 人 年 金 保 険 11.7
そ の 他 2.6

　（注1）契約単位　（注2）無配当保険を除く

■年齢別構成
年　齢 占　率

    　～39歳 19.3％
40歳～49歳 16.0
50歳～59歳 23.4
60歳～ 41.2

■地域別構成※
地　域 占　率
北　海　道 3.5％
東　　　北 6.1
関　　　東 31.6
中　　　部 17.6
近　　　畿 22.0
中　　　国 5.7
四　　　国 3.2
九　　　州 10.2
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⑥地域社会貢献
6.7％

⑤事務手続き
8.7％

⑦資産運用
2.6％

③経営全般
16.2％

④情報発信
10.4％

②商品・サービス
23.5％

①営業ネットワーク
27.7％

•地域社会貢献・地域活性化
　（がん検診受診勧奨活動等）
　への好評・要望　等

•ESG投融資に関する
意見・要望　等

⑧収益性・健全性
2.5％

⑨デジタル
1.7％

•AIの活用に関する
　意見・要望　等

•配当の充実に関する意見・
要望　等

•対面にオンラインを組み合わせた活動への好評・要望
•営業職員のコンサルティング力への好評・要望　等

•ニチイグループに関する
　意見・要望
•能登半島地震への対応に
　関する意見・要望　等

•CMへの好評・要望　等

•ペーパーレス化に関する意見・要望　等

•資産形成に関する商品への意見・要望
•若年層が加入しやすい商品への意見・
要望　等

ご出席者の構成

ご意見・ご要望の内訳

男性
63.2％

女性
36.8％

50～59歳
28.8％

60歳以上
％

60歳以上
35.3％

39歳以下
15.4％

40～49歳
20.5％

年齢別 性　別

会社員
23.0％

その他
14.7％

主婦
7.8％

会社役員
3.1％

自営業者
51.4％

職業別

〔１〕開催概要
　2023年度のニッセイ懇話会は、2024年1月から3月にかけて、全国の支社等の会場とオンラインを組み合わせた
ハイブリッド形式等にて開催しました。総代169名を含む、ご契約者等2,308名から、6,464件のご意見・ご要望を
いただきました。

※上記の他、ニッセイ懇話会に参加してのご感想等が646件

3 2023年度ニッセイ懇話会開催結果
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〔２〕主なご意見・ご要望と当社の対応

《営業ネットワーク》 ページ

（1）  オンラインでのやりとりは便利な一方、対面には安心感がある。今後も引き続き、対面とオン
ラインをバランス良く組み合わせ、多様なニーズに応えられるように取り組んでほしい。 6

（2）  引き続き営業職員のコンサルティング力を強化し、的確な提案や情報提供をしてほしい。 7

《商品・サービス》
（3）  新NISA制度が開始され、資産形成への関心が高まる中、商品ラインアップや、企業の従業員

向けセミナー等をより一層充実してほしい。 8

（4）  生命保険に未加入の若者が多い。若者が加入しやすい商品の充実や、SNS等を活用したより
効果的な情報発信に取り組んでほしい。 9

《地域社会貢献》

（5）  サステナビリティ経営、とりわけ、がん検診受診勧奨活動の取組は評価できる。取組を継続
するとともに、認知度向上のための一層のPRを期待する。 11

《情報発信》

（6）  「あなたの町で」は、印象的なCMだ。一方、より具体的に商品内容をアピールするCM
を展開してはどうか。 12

《事務手続き》

（7）  ホームページやスマートフォンアプリの機能拡充等によりペーパーレス化を進め、利便性を向
上させてほしい。 13

《デジタル》

（8）  AIが急速に普及しており、日本生命でも積極的に活用してほしい。 14

《資産運用》

（9）  支払っている保険料を社会課題解決に振り向けるESG投融資には賛同できる。一方、収益性
の面で問題はないのか。 15

《収益性・健全性》

（10）  引き続きお客様配当性向を高めるとともに、契約者への配当を充実してほしい。 16

《経営全般》

（11）  ニチイグループを買収するとのことだが、日本生命グループとしてどのように生命保険事
業とのシナジーを創出していくのか。 17

（12）  能登半島地震で被害に遭われた方に対し、万全な対応をお願いしたい。 18
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（1）……オンラインでのやりとりは便利な一方、対面には安心感がある。今後も引き続き、
対面とオンラインをバランス良く組み合わせ、多様なニーズに応えられるように
取り組んでほしい。

・  当社は、対面にオンラインを組み合わせた「デジタル時代のフェイス・トゥ・フェイス活動」に
取り組んでおります。

・  その一環として、デジタル装備の充実に向け、以下の取組を進めております。

－  2021年8月に営業職員用スマートフォン「N
エヌ
－P

フ ォ ン
hone」を全営業職員に配備し、メールに加え、

LINE WORKS・Zoomの機能を導入するとともに、2023年6月にはお客様のスマートフォン
にカードをかざすだけで簡易に連絡先を交換できるツール「M

ミー ト
EET」を導入する等、お客様の

ニーズに応じ、オンラインでのやり取りができるよう取り組んでおります。

－  2021年1月から、遠方のお客様等に対し、オンラインで同じ画面を見ながら保険のご加入のお
手続き等ができる「画面共有システム」を各店舗に導入しており、2024年4月からは、全営業
職員の携帯端末「T

タ ス カ ル
ASKALL」でも利用可能としております。あわせて、店舗内だけでなく、店

舗外でも利用可能とする等、機能の汎用化に取り組んでおります。

－  お客様に保険へ興味・関心を持っていただくための商品説明動画や保険料をお客様ご自身の
スマートフォンでシミュレーションできるツール等、メール等で送付できるコンテンツを拡充
することで、オンラインでの情報提供の充実に努めております。

・  こうした取組を進める一方、必要な保障やご加入いただいている契約内容の詳細等については、
対面での相談や確認を希望されるお客様もいらっしゃると認識しております。

・  今後もお客様ニーズの変化を注視しつつ、引き続き対面にオンラインをバランスよく組み合わせ
ながら、お客様との双方向のコミュニケーションを通じ、一人ひとりのご意向に沿ったサービ
ス・情報の提供ができるよう取り組んでまいります。

《営業ネットワーク》
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（2）……引き続き営業職員のコンサルティング力を強化し、的確な提案や情報提供をして
ほしい。

・  当社では、お客様の価値観やライフサイクル、家族構成、保険加入状況等に応じ、的確な提案や
保障内容等の情報提供を行えるよう、営業職員のコンサルティング力の強化に向け、以下の取組を
進めております。

－  コンサルティングのベースとなる知識・スキルの習得に向け、教材や研修の充実を図り、実際
のお客様対応の場面をイメージしたロールプレイングに注力する等、より実践的な教育を展開
しております。また、FP資格取得も推進しており、営業職員の資格保有者（※）は2024年3月
時点で29,574名（約6割）と、着実な成果が得られております。

－  営業職員一人ひとりの成長度合いに応じた丁寧で柔軟な育成を推進しております。必要な
知識・スキルや営業活動の水準を3つの段階に明確化し、検定等で育成段階を見える化すると
ともに、標準的な育成期間を従来の一律2年から成長度合いに応じて2～3年に柔軟化し、最長
5年間設けております。

－  AI等のデジタル技術を活用して営業職員のコンサルティング力を強化すべく、「T
タ ス カ ル
ASKALL」と

「N
エヌ
－P

フ ォ ン
hone」を全営業職員に配備しております。また、「T

タ ス カ ル
ASKALL」や「N

エヌ
－P

フ ォ ン
hone」で視聴で

きる動画教育コンテンツの提供を通じ、営業職員が自学自習できる環境の整備に取り組んでおり
ます。

－  対面にオンラインを組み合わせた「デジタル時代のフェイス・トゥ・フェイス活動」の一層の
定着を進めるべく、お客様とのやり取りをデータとして蓄積するシステムの活用により、従来以
上にお客様のご意向に沿ったご提案を実現し、営業職員のコンサルティング力向上と、その情報
をいかしたつぶさな指導やフォローに努めております。

－  社内放送「N
ナ イ ス
ICE－N

ネ ッ ト
ET」等を活用した集合・一律教育に加え、営業職員一人ひとりの課題に応

じた個別教育を実施する等、教育機会の拡充や教育内容・水準の均質化を進めております。
また、オンラインを活用したアンケートによる営業現場・本部の双方向コミュニケーションを
通じ、営業職員の習熟状況や要望を把握し、教育内容の改善等につなげております。

・  今後もお客様の多様なニーズにお応えできるよう、コンサルティング力の強化に取り組んでまい
ります。

（※）FP技能士3級以上、CFP、AFPのいずれかの資格保有者の合計となります。
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（3）……新NISA制度が開始され、資産形成への関心が高まる中、商品ラインアップや、
企業の従業員向けセミナー等をより一層充実してほしい。

・  近年の経済環境の変化や、NISA（少額投資非課税制度）の制度改正等により、資産形成への関心
が高まっていると認識しており、当社はグループ一体での商品・サービス提供に加え、資産形成
に関する情報提供の充実にも取り組んでおります。

＜グループ一体での商品・サービス提供＞
－生命保険商品
〇  円建商品について、年金保険等の安定供給に加え、直近の金利上昇等を踏まえて2024年1月
に一時払終身保険の予定利率の引き上げを実施

〇  外貨建商品について、当社グループ会社である大樹生命の「一時払外貨建養老保険“ドリー
ムロード”」に加え、当社と大樹生命の共同開発商品である「平準払外貨建養老保険“ドリー
ムツリー”」の取り扱いを2024年10月から開始予定

－サービス
〇  公的保険やお客様のライフプラン等を踏まえた必要保障額を算出するツール「みらいコンサ
ルタント」の活用

〇  営業職員による制度説明動画等を活用したNISA・iDeCo（個人型確定拠出年金）の紹介
〇  ニッセイアセットマネジメントが提供する個人投資家向け資産形成サービス「Nダイレクト」
を活用した、一部の営業職員（※）による投資信託商品（NISA対象商品）のご案内を2024年
4月から開始

〇  確定給付年金（DB）領域、確定拠出年金（DC）領域における魅力的な運用商品の提供や
2023年10月のiDeCoの運営管理手数料無料化等を通じた、お客様の資産形成ニーズに即し
た取組の推進

＜資産形成に関する情報提供の充実＞
〇  企業の従業員向けには、資産形成やDC教育等、金融リテラシー向上に資するさまざまなセミ
ナーを実施するとともに、各地域のお客様向けには、ニッセイ・ライフプラザにおいて資産
形成支援や税務・相続等に関するセミナーを開催

・  今後も商品・サービス提供に加え、資産形成に関する情報提供の充実に取り組むことで、お客
様の多様なニーズにお応えするとともに、資産運用立国の実現にも貢献してまいります。

（※）  全国の営業職員のうち、法人職域ファイナンシャルコーディネーター（大規模職域開拓を中心
とした、営業・管理業務等を行う職員）・サービスコーディネーター（窓口応対やお客様への
訪問の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など当社ご契約者へのア
フターサービスおよび営業を行う職員）約5,000名の中で、証券外務員資格を取得した職員か
ら、2024年4月15日より順次取り扱いを開始しております。

《商品・サービス》
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（4）……生命保険に未加入の若者が多い。若者が加入しやすい商品の充実や、SNS等を活用
したより効果的な情報発信に取り組んでほしい。

・  当社では、若年層のニーズを捉えた商品提供ができるよう、また、若年層の生命保険への関心を
高めるため、商品と情報発信の両面から取組を進めております。

＜商品面での取組＞
・  若年層では、低廉な保険料の商品や資産形成商品へのニーズが高いという傾向等を踏まえ、以下
の取組を実施しております。
－  当社の「みらいのカタチ」は、「医療保障のみ」「3大疾病保障のみ」といった特定の保障に絞り、
手頃な保険料からご加入いただくことも可能です。また、死亡保障を不要とするニーズにも対
応できるよう、2024年4月に発売した「生活サポート保険“生活サポートＷ

ダブル
”」（※）では、死亡

保障を設けず、充実した生前給付保障を確保可能としております。

－  2023年9月より、低廉な保険料で、医療保障と年金等を組み合わせたシンプルな内容のプラン
「みらいのカタチ“ニッセイ はじめての保険”」の提供を開始しております。当商品は、はじめ
て保険を検討する方の視点に立って保険加入のハードルを下げ、自助努力を開始いただくきっ
かけとなるよう、29歳以下の方を対象に販売しております。

－  これまで営業職員や来店窓口等で取り扱っていた「みらいのカタチ 年金保険」について、若年
層を中心とした急速なデジタル化等、多様化するお客様ニーズにお応えすべく、当社で初めて
の、お見積りからお申込みまでお客様ご自身のスマートフォンからお手続きいただける商品
「スマホ年金」として、2024年1月よりWeb販売を開始しております。

－  当社グループ会社であるはなさく生命では、代理店やオンライン・郵送通販といった複数チャ
ネルを通じ、低廉な保険料の医療保険を提供しており、ニッセイプラス少額短期保険では、ス
マートフォンのトラブル(破損・水濡れ等)を補償する「スマホ保険」を提供しております。

＜情報発信面での取組＞
・  生命保険に未加入の若者が多い理由として、ご指摘の情報発信を含めた生命保険との接点の少な
さ等が挙げられることを踏まえ、従来のテレビCMを活用したマスメディアプロモーションに加
えて、若年層の利用者が多いSNS等でのデジタル出稿や、各種イベント等の開催にも取り組んで
おります。
－  前述の「ニッセイ はじめての保険」や「スマホ年金」のプロモーションについて、若年層に人
気の楽曲やイラストレーター、タレントを活用したコンテンツを、SNS等にて発信しました。

－  企業の若手従業員を対象とした社会保障制度等に関するセミナーを開催するとともに、子ども
たちへのライフデザインや保険の大切さについて学ぶ機会（出前・受入授業等）や教材の提供
等にも積極的に取り組んでおります。

－  SNSを活用し、所属アスリートや協賛アスリート、協賛競技に関する情報発信を行うとともに、
人気漫画「ONE PIECE」のイベントを共催する等、若年層からの認知度向上に取り組んでおり
ます。
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・  今後も、若年層の多様なニーズにお応えできるよう、グループ全体で商品と情報発信の両面から
取組を進めてまいります。

(※)   身体障がい状態・要介護状態に該当された場合に想定される、住宅改修等の一時的な費用や毎
月継続的にかかる諸費用、就労不能に伴う収入減少に対して、年金・一時金のダブルの給付で、
長期にわたってサポートする商品です。
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（5）……… …サステナビリティ経営、とりわけ、がん検診受診勧奨活動の取組は評価できる。…
取組を継続するとともに、認知度向上のための一層のPRを期待する。

・  当社は、国民生活の安定と向上に寄与するという経営基本理念のもと、創業以来135年にわたり、
本業を通じたサステナビリティ経営を実践しております。現在もサステナビリティ経営を事業運
営の根幹に位置付けており、お客様からの一層の信頼の獲得と社会課題の解決を通じて本業の発
展を目指しております。

・  こうした考えのもと、2023年度にサステナビリティ重要課題を再整理し、「人」「地域社会」「地
球環境」を重点的に取り組む3領域とし、「誰もが、ずっと、安心して暮らせる社会」の実現を目
指しております。

・  とりわけ「地域社会」領域においては、全国に展開している約1,500の営業拠点をいかし、地域
特性に応じた課題解決をサポートしております。

・  その中でも、2023年度から地域における健康増進に向けて、生命保険事業との親和性が高い「が
ん検診受診勧奨活動」を全国共通のテーマとして営業職員の活動に組み込み、「がん検診に関する
情報提供」や「アンケートによる地域住民の声の収集」等、各自治体と連携しながら、引き続き
取組を継続してまいります。

・  また、2024年4月から地域における安心・安全に向けて、「交通安全啓発活動」をテーマに追加し、
取組を強化しております。

・  認知度向上に向けては、統合報告書やサステナビリティレポート等に加え、CM等のマスメディア、
ホームページ・SNS等のデジタル媒体の活用や、当社職員による各種冊子・ビラ等の配布を通じ
て、「がん検診受診勧奨活動」をはじめとした諸取組を広く情報発信しており、直近では、以下の
取組を進めております。
－地域貢献活動に取り組む職員の姿を訴求するCMの放映や地方紙への広告掲載
－全国各地での活動を紹介するサステナビリティレポート・ダイジェスト版の提供
－ホームページ・SNSにおけるサステナビリティ情報の充実　等

・  加えて、2024年5月から「ニッセイサステナプロジェクト“にっせーのせ！”」（※）を始動し、サ
ステナビリティ経営の高度化に向けた具体取組の推進と社外からの認知度向上や社内外における
理解浸透に向けて、より一層取り組みを強化してまいります。

・今後も、発信内容に応じて様々な媒体を組み合わせ、効果的な情報発信に努めてまいります。

（※）  全国約7万名の当社の全役員・職員が、日々行っている未来に向けたサステナビリティ活動を
写真に撮影し、特設サイトやSNS等で積極的に発信する取組です。

《地域社会貢献》
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（6）……「あなたの町で」は、印象的なCMだ。一方、より具体的に商品内容をアピール…
するCMを展開してはどうか。

・  当社CM「あなたの町で」篇をご評価いただき、誠にありがとうございます。

・  CMは限られた放映時間の中で、最大限に伝えるべき情報をお伝えしつつ、お客様に誤解を招か
ない内容にすることも極めて重要であるという考えのもと、当社では以下の3つの視点を軸に制
作しております。
①商品の特徴を分かりやすく表現すること
②保険の大切さをお伝えすること
③営業職員活動を支援すること

・  当社では、全国47都道府県との連携協定等に基づき、健康増進に向けた活動の一環として、営業
職員が地域のお客様に対するがん検診の受診勧奨活動等を実施しており、ご覧いただきました企
業イメージCMは、こうした地域社会への貢献活動にかける当社の想いや、営業職員と地域のつ
ながりをお伝えすべく制作いたしました。

・  また、ご指摘いただきました商品内容を紹介するCMについては、商品の特徴を端的に表現し、
どのようなお客様のニーズにお応えするものなのかを説明することを目的として制作しており、
直近では、2024年4月の「生活サポート保険“生活サポートW

ダブル
”」の発売にあわせてCMを放映

しております。

・  一方で、具体的な商品内容や保険料等については、営業職員等によるコンサルティング活動を通
じて、お客様に理解を深めていただくことが大切だと考えており、CM放映に加えて商品説明動
画を「T

タ ス カ ル
ASKALL」や「N

エヌ
－P

フ ォ ン
hone」等デジタルを活用してお客様へお届けする等、より分かりや

すい商品説明に努めております。

・  今後も、多くのお客様に商品を認知・理解いただくことや、当社の企業イメージ向上等に資する
CMをお届けしてまいります。

《情報発信》
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（7）……ホームページやスマートフォンアプリの機能拡充等によりペーパーレス化を…
進め、利便性を向上させてほしい。

・  当社では、CX（お客様に体験いただく価値）の向上と効率性、環境への配慮といった観点から、
デジタルを活用したペーパーレス化を推進しております。

・  具体的には、お客様自身のスマートフォンやパソコン等によるWeb手続きの拡充、お客様にお届
けする紙の通知物のWeb化等に継続的に取り組んでおります。

・  Web手続きの拡充については、住所・電話番号の変更や給付金のご請求等、ご利用件数が多いお
手続きの大半をWebで実施可能としており、2023年3月には、ご契約者の改姓や満期保険金の
ご請求、2024年3月には、学資年金の受け取りを開始するご請求をホームページや「日本生命ア
プリ」（※）で実施可能とする等、さらなる利便性の向上に取り組んでおります。

・  通知物については、定期的なご契約内容のお知らせや各種手続き完了のお知らせ等に加え、2023
年3月には、新契約時の契約内容通知書をスマートフォンやパソコン等でご確認いただけるよう
にする等、Web化を進めております。

・  2024年度には、以下のようなホームページ・「日本生命アプリ」の機能拡充を予定しております。

－  これまで新契約加入時に紙媒体でのご提出を求めていた健康診断・人間ドックの結果資料につ
いて、マイナポータル上の特定健診情報を活用し、ホームページ上での提出を可能とします。

－  Webサービスにおける利便性向上やセキュリティ強化に向け、認証を高度化します。
○  ログイン時のIDについて、当社が発行するお客様番号（お客様ID）だけでなく、お客様ご自
身が登録するメールアドレス等も設定できるよう変更

○  ログイン時のパスワードについて、従来の数字4桁ではなく、英数字混在8桁以上を登録時に
求めるよう変更

○  契約貸付金の借入手続き等の特定の手続き時や、通常使用する端末と異なる端末からのログ
イン時等に、確認コードによる追加認証を導入

・  今後も引き続き、さまざまなお客様に配慮した有人での丁寧な対応にも努めつつ、世の中の動向
に応じたデジタル化・ペーパーレス化を推進してまいります。

（※）  当社が2018年9月から提供しているスマートフォンアプリです。主な機能は、ご契約一覧や
登録情報等の基本情報の確認や、入院・手術給付金の請求等の各種手続き、ずっともっとサー
ビスの利用、お知らせやメッセージの受取（PUSH通知）です。

《事務手続き》
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（8）……AIが急速に普及しており、日本生命でも積極的に活用してほしい。

・  当社は、2019年度に策定した「日本生命デジタル5カ年計画」のもと、先端IT・データを積極的
に活用し、ご提供する価値のブラッシュアップ・スケールアップを通じて、お客様の期待を超え
る体験を提供すべく取り組んでまいりました。

・こうした中、AIの活用については、以下のような取組を行ってまいりました。
－  「T

タ ス カ ル
ASKALL」・「N

エヌ
－P

フ ォ ン
hone」において、AIがビッグデータに基づき、お客様の状況に応じた訪

問時期・活動内容等をアドバイスするとともに、営業職員のお客様応対スキルを評価
－  事務処理においてAI-OCR（※）を活用し書類のデータ化を行い、手続きの迅速化を実現するとと
もに、コールセンターでは、AIが解約請求書発送の受付を自動で対応

－オフィシャルホームページにおいて、AIが会話形式でお客様からの照会に回答　等

・  また、生成AI技術についても、社内業務では複数の実証実験を実施しており、例えば2023年7月
に開始したChatGPTの社内業務での活用に向けた実証実験には約2,000名の職員が参加し、多く
の職員から業務が効率化したとの前向きな反応が得られております。

・  具体的には、メールや資料の作成、文章校正・要約といった日常業務での活用の検証に加え、約
款や社内規程等の文書・データを読み込み、それらの内容に基づいて回答できる仕組みを構築す
ることで、社内業務の照会対応等、約100種類の活用事例の検証を進めております。

・  ただし、生成AI技術の利用に際しては、回答の正確性等の技術的な精度向上に加え、適切な情報
管理や倫理的リスク、著作権侵害等の法務リスク等、さまざまな課題を解決する必要があると考
えております。

・  今後、AIのさらなる発展やウェアラブルデータの活用等が見据えられる中、当社の社会的な役割
の発揮に向け、AIの活用が一層重要になると考えております。

・  こうした中、当社は新たな取組として2023年12月に米国スタンフォード大学と提携し、2024年
度から、慢性疾病予測等に関する先進AIモデルの研究開発等を開始しております。この研究の成
果について、お客様サービスのさらなる充実や利便性の向上に向けて、当社の商品やサービスへ
活用することを目指してまいります。

・  引き続き、リスクと効果のバランスを取りながら、AIをあらゆる業務で活用する方針のもと、取
組を加速してまいります。

（※）  AI（人工知能）とOCR（光学文字認識）の組み合わせにより、高精度に画像の文字情報をデ
ジタル化する技術です。

《デジタル》
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（9）……支払っている保険料を社会課題解決に振り向けるESG投融資には賛同できる。…
一方、収益性の面で問題はないのか。

・  近年、気候変動による災害の激甚化等を背景に、人々の生活や経済活動を支える地球環境や社会
といった基盤が揺らいでいる中、当社は投融資を通じて地球環境や社会の持続可能性を高めるべ
く、「責任投融資」（※1）を資産運用の戦略軸の一つに設定し、各種取組を進めております。

・  当社はご契約者からお預かりした保険料を運用する日本最大の機関投資家の1社として、多くの
企業の債券や株式等に投融資を行っており、資金提供や対話を通じて社会課題解決に向けたサス
テナビリティ・アウトカム（※2）の創出に取り組むことができると考えております。

・  世の中には、グリーニアム（※3）のように収益性が劣る投融資案件も存在しておりますが、気候変
動問題等の社会課題解決には、新技術の開発・導入によるイノベーションの促進が重要であるこ
とから、大きな事業へと成長が期待される収益性の高い投融資案件もあると認識しております。
そのため、収益性と社会課題解決への貢献とのバランスを考慮しながら、取組を進めております。

・  また、こうした取組は、長期的にポートフォリオを取り巻くリスク低減にもつながり、リスク・
リターン効率の向上を通じた安定的な利差益の確保につながるものと考えております。

・  2024年度からスタートした中期経営計画では、優先的に取り組む6つの領域として、気候変動、
自然資本、地域経済、グローバルヘルス、人的資本、人権尊重を資産運用におけるサステナビリ
ティ重点取組テーマに設定し、資金提供や対話を軸に取り組んでおります。

・  今後も、責任投融資のさらなる高度化と普及、拡大に努めるとともに、サステナビリティ・アウ
トカムの創出を通じた社会課題解決を進め、保険金・給付金の確実なお支払いや安定的なご契約
者配当の確保といった、ご契約者利益の拡大につなげてまいります。

（※1）  2024年度より、より能動的にサステナビリティ・アウトカム創出を追求していく観点から、
「ESG投融資」を「責任投融資」の呼称に統一しております。

（※2）  環境や社会に対するポジティブな影響の創出、あるいはネガティブな影響の低減を示す成果
を指す用語です。

（※3）  グリーンボンドの希少性や投資家の需要の高さで、価格が高く（利回りが低く）なる現象を
指す用語です。

《資産運用》
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（10）……引き続きお客様配当性向を高めるとともに、契約者への配当を充実してほしい。

・  当社は、ご契約者への配当について、長期にわたる保障責任を全うすべく、自己資本の強化等を
通じて健全性の向上を図りつつ、安定的かつ中長期的に充実させることを、基本的な考え方とし
てまいりました。

・  健全性が向上していること、および安定的に危険差益を確保できていることを踏まえ、2023年
度決算においては、みらいのカタチの死亡保障系の商品を中心に危険差益配当を増配とする予定
です。

・  また、利差益配当は、ヘッジコストの増加等に伴い運用収支等の利回りは低下したものの、金利
上昇に伴い将来的に底堅く推移する見通しであり、安定配当の観点から据置きとする予定です。

・  これらにより、お客様配当性向（※）は、51％となる予定です。

・  今後は、健全性とのバランスに留意しつつ、成長投資・ご契約者への配当を拡大するという方向
性のもと、2024年度決算から、お客様配当性向の目標水準を「安定的に50％程度」から「安定
的に60％程度」へ引き上げ、配当の充実を図る方針です。

・  引き続き、収益向上に努めたうえで、長期的な視点からご契約者利益の最大化を図ってまいります。

（※）  各期の実質的な利益のうち、ご契約者への配当に振り向けている割合を示す当社独自の指標です。

《収益性・健全性》

お客様配当性向の推移

目標水準
安定的に
50％程度54％

73％

51％

2021 2022 2023
(予定)
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（11）……ニチイグループを買収するとのことだが、日本生命グループとしてどのように…
生命保険事業とのシナジーを創出していくのか。

・  当社は、中期経営計画（2024－2026）において、「期待を超える安心を、より多くのお客様へ。」
をテーマに掲げ、お客様本位の業務運営のもと、5つの戦略軸に取り組んでおります。

・  このうち、「国内における安心の更なる多面化」に向けては、2023年11月にニチイグループの株
式取得に関する合意を公表したように、高齢化のさらなる進行等を踏まえ、介護・保育事業等へ
本格参入し、保険事業とのシナジー創出に向けた取組を進めております。

・  少子高齢化等の社会課題解決に資するライフサポート事業を通じて、保険だけではカバーできな
いお客様のニーズやリスクに対応することで、あらゆる世代が安心して暮らせる社会の実現を目
指してまいります。

・  まずは、ニチイグループが現在運営している事業について、環境変化の中でも安定してサービス
提供をできるよう、しっかりと土台を固めることが重要だと考えております。

・  加えて、当社のブランドや幅広いネットワーク、営業職員チャネルや顧客基盤といった強みをニ
チイグループの事業発展にいかし、ニチイグループのサービスを当社のご契約者向けサービスの
拡充にどう活用していくのか、具体的に検討してまいります。

・  さらに、中長期的には、ニチイグループのサービスと当社グループの保険商品の融合による保険
の高度化も目指し、検討を進めるとともに、日本生命グループが地域の自治体、事業者、住民を
つなぐハブとなり、地域共生社会の実現に貢献してまいります。

《経営全般》

〈中期経営計画テーマ〉 「期待を超える安心を、より多くのお客様へ。 」

サステナビリティ経営の高度化

人 地域社会 地球環境

国内における
安心の

更なる多面化
海外事業の拡大

5つの戦略軸

財務戦略の
ステージアップ

強固な
経営基盤構築

2 3 4 51
国内保険事業

のバリューアップ

お客様本位の業務運営
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（12）……能登半島地震で被害に遭われた方に対し、万全な対応をお願いしたい。

・  このたびの「令和6年能登半島地震」でお亡くなりになられた方々に心よりお悔やみ申しあげま
すとともに、被災された方々に心よりお見舞い申しあげます。

・  被災されたお客様への十分な対応こそが、安心をお届けする生命保険会社の社会的使命であると
の認識のもと、当社は、保険金・給付金の請求手続きの簡略化等、さまざまな特別取扱を速やか
に実施する他、2024年1月3日に社長を本部長とする災害対策本部を設置する等、全社を挙げて
被災地を支援する体制を整備しております。

・  被災されたお客様に対しては、ホームページやメール、SNS等を通じて、以下の特別取扱に関す
る告知を速やかに実施するとともに、状況を踏まえて営業職員やコールセンターから順次ご連絡
を行っております。

－保険料の払い込みに関する期間の延長（最長6ヶ月）
－保険金・給付金・契約貸付金の簡易なお支払い（本人確認書類の基準の一部緩和）
－  給付金請求について、必要な診断書がお取寄せできない場合や必要な入院治療を受けら 
れなかった場合の柔軟な対応

－新規の契約貸付の利息免除　等

・  また、被災地では、断水等のライフラインの被害が広域で発生したため、水や食料、簡易トイレ、
タオル等の生活に必要な物資の支援を順次実施しており、これらの物資は、当社職員を通じて、
被災されたお客様等にお届けしております。

・  さらに、被災されたお客様への支援や被災地の復興に役立てていただくため、日本赤十字社・石
川県庁を通じて5000万円の義援金の寄贈を行っております。加えて、当社のご契約者向けサー
ビス「ずっともっとサービス」（※）のサンクスマイルメニューで、2024年3月末までに日本赤十字
社に寄付いただいたサンクスマイル（54,500件、約4780万円）は、「令和6年能登半島地震災害
義援金」として承っております。

・  引き続き、被災地のお客様一人ひとりを大切に、そしてお客様に寄り添う活動に丁寧に取り組ん
でまいります。

（※）  ご契約の継続や日頃のご愛顧に対する感謝の気持ちを様々な賞品と交換いただけるポイント
（サンクスマイル）としてお渡しすることや健康・介護・育児の無料相談等を備えたサービス
です。
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